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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近距離無線通信を通じて接続される第１端末及び第２端末を含み、
　前記第２端末は、前記第２端末の変形程度を感知して、変形程度の大きさに応じて、異
なる情報をユーザが認識するように表示する端末システムであって、
　前記第２端末は、前記第２端末の変形程度の大きさに応じて、前記第１端末の生成した
情報または前記第２端末の生成した情報を選択して表示することを特徴とする端末システ
ム。
【請求項２】
　近距離無線通信を通じて接続される第１端末及び第２端末を含み、
　前記第２端末は、前記第２端末の変形程度を感知して、変形程度の大きさに応じて、異
なる情報をユーザが認識するように表示する端末システムであって、
　前記第２端末の変形された程度が所定の大きさ未満である場合、前記第２端末と前記第
１端末の近距離無線通信機能が停止されることを特徴とする端末システム。
【請求項３】
　近距離無線通信を通じて接続される第１端末及び第２端末を含み、
　前記第２端末は、前記第２端末の変形程度を感知して、変形程度の大きさに応じて、異
なる情報をユーザが認識するように表示する端末システムであって、
　第２端末は、バンドの形態であって、手首、または身体の他の部位に着用可能であるか
、または、自転車の一部に固定可能であり、このように着用または固定される際に変形程
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度が所定の大きさ以上となり、身体の部位または自転車の一部から外す際に、変形程度が
所定の大きさ未満となることを特徴とする端末システム。
【請求項４】
　前記第２端末が所定の大きさ以上に変形された場合、前記第２端末は、前記第１端末と
前記近距離無線通信を通じて接続されて、前記第１端末から伝送された情報をユーザが認
識するように表示することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の端末システム。
【請求項５】
　前記第２端末の変形された程度が所定の大きさ未満である場合、前記第２端末は、前記
第２端末の生成した情報をユーザが認識するように表示することを特徴とする請求項１～
３のいずれかに記載の端末システム。
【請求項６】
　所定の大きさ以上に変形された場合、第２端末は、第１端末から獲得した情報を、その
まま受けて、加工することなく表示する請求項１～３のいずれかに記載の端末システム。
【請求項７】
　第２端末は、時間の情報を生成して表示することができる請求項１～６のいずれかに記
載の端末システム。
【請求項８】
　近距離無線通信を通じて情報を送受信する第１通信部及び前記第１通信部を制御する第
１制御部を備える第１端末と、
　前記第１通信部と通信する第２通信部、前記第２通信部を制御する第２制御部、前記第
２制御部によって制御され、所定の情報を表示する表示部、及び変形感知部を備える第２
端末と、を含み、
　前記変形感知部は、前記第２端末の変形程度を感知し、
　前記第２制御部は、前記変形感知部から前記第２端末の変形程度に関する情報を伝送さ
れ、前記情報によって前記表示部を制御し、
　前記第２端末は、前記変形感知部が感知した前記第２端末の変形程度の大きさに応じて
、前記第１端末の生成した情報または前記第２端末の生成した情報を選択して表示するこ
とを特徴とする端末システム。
【請求項９】
　前記第１通信部と前記第２通信部との近距離無線通信は、前記変形感知部が感知した前
記第２端末の変形程度に関する情報に応じて開始されることを特徴とする請求項８に記載
の端末システム。
【請求項１０】
　前記第１通信部と前記第２通信部との近距離無線通信の実行有無に応じて、前記表示部
に表示される情報が異なることを特徴とする請求項８または９に記載の端末システム。
【請求項１１】
　前記第１通信部と前記第２通信部が近距離無線通信を実行する場合、前記第１端末から
伝送された情報を前記表示部に表示し、前記第１通信部と前記第２通信部が近距離無線通
信を実行しない場合、前記第２端末で生成された情報を前記表示部に表示することを特徴
とする請求項８～１０のいずれかに記載の端末システム。
【請求項１２】
　前記変形感知部の感知した前記第２端末の変形程度が所定値以上である場合、前記第２
通信部は、近距離無線通信が可能な状態になり、前記変形感知部の感知した前記第２端末
の変形程度が所定値より小さい場合、前記第２通信部は、近距離無線通信が不可能な状態
になることを特徴とする請求項８～１１のいずれかに記載の端末システム。
【請求項１３】
　前記変形感知部の感知した前記第２端末の変形程度が所定値以上である場合にのみ、前
記第１制御部は、前記第１通信部を近距離無線通信が可能な状態にすることを特徴とする
請求項８～１２のいずれかに記載の端末システム。
【請求項１４】
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　前記変形感知部の感知した前記第２端末の変形程度が所定値以上である場合にのみ、前
記第２制御部は、前記変形感知部の感知した値に関する情報を前記第１制御部に伝送し、
前記第１制御部は、前記第１通信部を近距離無線通信が可能な状態にすることを特徴とす
る請求項８～１３のいずれかに記載の端末システム。
【請求項１５】
　前記第２端末は、ユーザの意図によって反って折り曲げられるように柔軟性を有するこ
とを特徴とする請求項１～１４のいずれか１項に記載の端末システム。
【請求項１６】
　近距離無線通信機能を備え、
　変形程度を感知して、変形程度の大きさに応じて、異なる情報をユーザが認識するよう
に表示するフレキシブル端末であって、
　前記フレキシブル端末が所定の大きさ以上に変形された場合に、前記フレキシブル端末
の近距離無線通信機能が起動され、
　前記フレキシブル端末が所定の大きさ未満に変形された場合に、前記フレキシブル端末
の近距離無線通信機能が停止されることを特徴とするフレキシブル端末。
【請求項１７】
　前記フレキシブル端末の変形程度の大きさに応じて、異なる情報を表示することを特徴
とする請求項１６に記載のフレキシブル端末。
【請求項１８】
　バンドの形態であって、手首、または身体の他の部位に着用可能であるか、または、自
転車の一部に固定可能であり、このように着用または固定される際に変形程度が所定の大
きさ以上となり、身体の部位または自転車の一部から外す際に、変形程度が所定の大きさ
未満となることを特徴とする請求項１６または１７に記載のフレキシブル端末。
【請求項１９】
　前記フレキシブル端末が所定の大きさ以上に変形された場合に、前記フレキシブル端末
の近距離無線通信機能が起動されて外部の端末と近距離無線通信で接続され、
　前記外部の端末から伝送された情報を表示することを特徴とする請求項１６～１８のい
ずれか１項に記載のフレキシブル端末。
【請求項２０】
　前記フレキシブル端末が所定の大きさ未満に変形された場合に、前記フレキシブル端末
が生成した情報を表示することを特徴とする請求項１６～１９のいずれか１項に記載のフ
レキシブル端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末システム及びフレキシブル端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、端末の使用範囲が拡大している。その中でも、携帯電話は既存の電話機能以外に
多様な機能を備えるようになり、その用途が拡大している。特に、スマートフォン（Ｓｍ
ａｒｔｐｈｏｎｅ）は、コンピュータ運用システムと類似したシステムを搭載して、マル
チメディアコンテンツ再生／録音、アプリケーション実行など多様な機能を備えている。
【０００３】
　また、このようなスマートフォンは多様なアプリケーションの設置以外に、機能性チッ
プのような別途の部材の挿入を通じて、必要に応じてユーザの所望の機能を追加すること
もできる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、最近のユーザはサイクリングまたはランニングのような活動中にもスマートフ
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ォンのような携帯電話を所持しているが、この場合、スマートフォンの情報をユーザが確
認することは難しく、ユーザの利便性の向上に限界がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、ユーザの利便性を向上させることが可能な、新規かつ改良された端末システム及びフ
レキシブル端末を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、近距離無線通信を通じて接続
される第１端末及び第２端末を含み、前記第２端末は、前記第２端末の変形程度を感知し
て、前記第２端末の変形程度の大きさに応じて、異なる情報をユーザが認識するように表
示する端末システムが提供される。
【０００７】
　前記第２端末は、前記第２端末の変形程度の大きさに応じて、前記第１端末の生成した
情報または前記第２端末の生成した情報を選択して表示してもよい。
【０００８】
　前記第２端末が所定の大きさ以上に変形された場合、前記第２端末は、前記第１端末と
前記近距離無線通信を通じて接続されて、前記第１端末から伝送された情報を、ユーザが
認識するように表示してもよい。
【０００９】
　前記第２端末の変形された程度が所定の大きさ未満である場合、前記第２端末は、前記
第２端末の生成した情報をユーザが認識するように表示してもよい。
【００１０】
　前記第２端末の変形された程度が所定の大きさ未満である場合、前記第２端末と前記第
１端末の近距離無線通信機能が停止されるとしてもよい。
【００１１】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、近距離無線通信を通じ
て情報を送受信する第１通信部及び前記第１通信部を制御する第１制御部を備える第１端
末と、前記第１通信部と通信する第２通信部、前記第２通信部を制御する第２制御部、前
記第２制御部によって制御され、所定の情報を表示する表示部、及び変形感知部を備える
第２端末と、を含み、前記変形感知部は、前記第２端末の変形程度を感知し、前記第２制
御部は、前記変形感知部から前記第２端末の変形程度に関する情報を伝送され、前記情報
によって前記表示部を制御する端末システムが提供される。
【００１２】
　前記第２端末は、前記変形感知部の感知した前記第２端末の変形程度の大きさに応じて
、前記第１端末の生成した情報または前記第２端末の生成した情報を、選択して表示して
もよい。
【００１３】
　前記第１通信部と前記第２通信部の近距離無線通信は、前記変形感知部の感知した前記
第２端末の変形程度に関する情報に応じて開始されてもよい。
【００１４】
　前記第１通信部と前記第２通信部との近距離無線通信の実行有無に応じて、前記表示部
に表示される情報が異なってもよい。
【００１５】
　前記第１通信部と前記第２通信部の近距離無線通信を実行する場合、前記第１端末から
伝送された情報を前記表示部に表示し、前記第１通信部と前記第２通信部の近距離無線通
信を実行しない場合、前記第２端末で生成された情報を前記表示部に表示してもよい。
【００１６】
　前記変形感知部の感知した前記第２端末の変形程度が所定値以上である場合、前記第２
通信部は、近距離無線通信が可能な状態になり、前記変形感知部の感知した前記第２端末
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の変形程度が所定値より小さい場合、前記第２通信部は、近距離無線通信が不可能な状態
になってもよい。
【００１７】
　前記変形感知部の感知した前記第２端末の変形程度が所定値以上である場合、前記第１
制御部は、前記第１通信部を近距離無線通信が可能な状態にしてもよい。
【００１８】
　前記変形感知部の感知した前記第２端末の変形程度が所定値以上である場合、前記第２
制御部は、前記変形感知部の感知した値に関する情報を前記第１制御部に伝送し、前記第
１制御部は、前記第１通信部を近距離無線通信が可能な状態にしてもよい。
【００１９】
　前記変形感知部の感知した前記第２端末の変形程度が所定値以上である場合、前記第２
通信部は、前記変形感知部の感知した値に関する情報を前記第１制御部に伝送し、前記第
１制御部は、前記第１通信部を近距離無線通信が可能な状態にしてもよい。
【００２０】
　前記近距離無線通信は、ブルートゥースを利用してもよい。
【００２１】
　前記第１端末は、携帯電話であってもよい。
【００２２】
　前記第２端末は、ユーザの意図によって反って折り曲げられるように柔軟性を有しても
よい。
【００２３】
　前記第２端末は、ユーザの身体一部に着用されるようにバンド状に形成される。
【００２４】
　前記第１制御部と前記第１通信部は、一体であってもよい。
【００２５】
　前記第２制御部と前記第２通信部は、一体であってもよい。
【００２６】
　前記表示部は、少なくとも第１電極、第２電極、及び前記第１電極と前記第２電極との
間に配置され、有機発光層を備える中間層を含んでもよい。
【００２７】
　前記表示部は、活性層、ゲート電極、ソース電極、及びドレイン電極を備え、前記第１
電極と電気的に連結される薄膜トランジスタをさらに備えてもよい。
【００２８】
　前記表示部は、活性層、ゲート電極、ソース電極、及びドレイン電極を備え、前記第１
電極と電気的に連結される薄膜トランジスタをさらに備え、前記第１電極は、前記ゲート
電極と同じ層に形成されてもよい。
【００２９】
　前記表示部は、液晶層を含んでもよい。
【００３０】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、近距離無線通信機能を
備え、変形程度を感知して、変形程度の大きさに応じて、異なる情報をユーザが認識する
ように表示するフレキシブル端末が提供される。
【００３１】
　前記フレキシブル端末の変形程度の大きさに応じて、異なる情報を表示してもよい。
【００３２】
　前記フレキシブル端末が所定の大きさ以上に変形された場合に、前記フレキシブル端末
の近距離無線通信機能が起動され、前記フレキシブル端末が所定の大きさ未満に変形され
た場合に、前記フレキシブル端末の近距離無線通信機能が停止されてもよい。
【００３３】
　前記フレキシブル端末が所定の大きさ以上に変形された場合に、前記フレキシブル端末
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の近距離無線通信機能が起動され、外部の端末と近距離無線通信で接続され、前記外部の
端末から伝送された情報を表示してもよい。
【００３４】
　前記フレキシブル端末が所定の大きさ未満に変形された場合に、前記フレキシブル端末
が生成した情報を表示してもよい。
【発明の効果】
【００３５】
　以上説明したように本発明によれば、ユーザの利便性を向上させることができる端末シ
ステム及びフレキシブル端末が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施形態に関する端末システムを概略的に示す図面である。
【図２】図１の端末システムの具体的な使用例を示す図面である。
【図３】図１の第２端末が反っている状態を示す図面である。
【図４】図１の第２端末が平坦な状態を示す図面である。
【図５】第２端末の表示部の一例を示す断面図である。
【図６】第２端末の表示部の他の例を示す断面図である。
【図７】第２端末の表示部のさらに他の例を示す断面図である。
【図８】第２端末の表示部のさらに別の他の例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３８】
　図１は、本発明の一実施形態に関する端末システムを概略的に示した図面である。
【００３９】
　図１を参照すれば、本発明の一実施形態に関する端末システム３０は、第１端末１０及
び第２端末２０を含む。第１端末１０と第２端末２０は、互いに分離され離隔されており
、特定の条件でブルートゥースのような近距離無線通信によって接続される（具体的な内
容は、後述する）。
【００４０】
　第１端末１０は、第１制御部１１及び第１通信部１２を備える。図１には、第１制御部
１１と第１通信部１２が分離されて示されているが、本発明はこれに限定されない。すな
わち、第１制御部１１と第１通信部１２が、一体となっていてもよい。
【００４１】
　図２に示したように、第１端末１０は、携帯電話、特に、スマートフォンである。
【００４２】
　第１制御部１１は、第１通信部１２を制御して、第１端末１０と第２端末２０の通信を
可能にするが、具体的な内容は後述する。
【００４３】
　第２端末２０は、第２制御部２１、第２通信部２２、変形感知部２３及び表示部２４を
備える。
【００４４】
　第２端末２０は、ユーザによって、反って折り曲げられるように柔軟性を有する。具体
的な例として、図２に示したように、第２端末２０は、バンド形態で手首に着用可能であ
る。本発明は、これに限定されず、柔軟性を有する第２端末２０は、身体のいずれの部位
にも着用可能であり、また、図２に示されたサイクルの一部に固定させることも可能であ
る。すなわち、第２端末２０は、図２に示したように、ユーザがサイクルに乗っている間
、表示部２４を確認できるように、身体の一部またはサイクルの一部に固定される。
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【００４５】
　変形感知部２３は、第２端末２０が、前記のように手首など身体の一部に着用される場
合、反るかまたは折り曲げられて変形される時に、変形の程度を感知する。変形感知部２
３は、そのために多様なセンサーを備えるが、例えば、圧電センサーを備える。
【００４６】
　第２制御部２１には、変形感知部２３の感知した第２端末２０の変形程度に関する情報
が伝送される。
【００４７】
　第２通信部２２は、第２制御部２１によって動作が制御される。すなわち、第２制御部
２１は、変形感知部２３から受けた情報を通じて、第２端末２０が所定量以上に変形され
たと判断する場合、第２通信部２２と第１通信部１２とを、近距離無線通信によって接続
させ、相互間に情報を送受信させる。
【００４８】
　具体的な例として、第２制御部２１は、変形感知部２３から受けた情報によって、第２
通信部２２を近距離無線通信、例えば、ブルートゥース通信が可能な状態にする。また、
第２制御部２１は、第１制御部１１に信号を伝送し、第１制御部１１は、第２制御部２１
から受けた信号によって、第１通信部１２を近距離無線通信が可能な状態にする。
【００４９】
　第１通信部１２及び第２通信部２２は、互いに近距離無線通信によって接続されて、情
報を伝送する。特に、第１端末１０から情報を第２端末２０に伝送する。
【００５０】
　さらに他の例として、第２制御部２１は、変形感知部２３から受けた情報によって、第
２通信部２２を近距離無線通信、例えば、ブルートゥース通信が可能な状態にする。また
、第２通信部２２は、近距離無線通信で第１制御部１１に信号を伝送し、第１制御部１１
は、第２通信部２２から受けた信号によって、第１通信部１２を近距離無線通信が可能な
状態にする。
【００５１】
　第１制御部１１は、前述のように、第２制御部２１または第２通信部２２から信号を受
けた場合、第１通信部１２を近距離無線通信が可能な状態にするだけでなく、選定した所
定情報を第１通信部１２から第２通信部２２に伝送させる。具体的な例として、第１通信
部１２から第２通信部２２に伝送する情報は、第１端末１０が外部から受信した文字メッ
セージでもあり、その他第１端末１０の測定したユーザの現在の運動距離または運動時間
でもある。
【００５２】
　すなわち、第１端末１０がスマートフォンである場合、ユーザの身体状態をチェックす
る多様なアプリケーションを備える。備えられたアプリケーションを通じて、第１端末１
０は、ユーザの情報を取得でき、そのユーザの情報を第１通信部１２から第２通信部２２
に伝送する。
【００５３】
　表示部２４は、第１通信部１２と第２通信部２２の通信を通じて伝送された第１端末１
０の情報を表示する。すなわち、前述したように、第１端末１０が外部から受信した文字
メッセージまたは第１端末１０が測定したユーザの多様な情報を表示する。この時、第２
制御部２１は、第２通信部２２が第１通信部１２から受けた情報を、表示部２４が適切に
表示できるように、表示部２４を制御する。
【００５４】
　一方、表示部２４は、変形感知部２３が感知した情報によって、第２端末２０で生成し
た情報を表示することもできる。すなわち、変形感知部２３の感知した第２端末２０の変
形程度が所定値より小さければ、第１端末１０の情報の代わりに、第２端末２０の生成し
た情報を表示する（具体的な内容は、後述する）。
【００５５】
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　図３及び図４を参照して、本実施形態に関する端末システム３０の具体的な動作につい
て説明する。
【００５６】
　まず、図３を参照すれば、第２端末２０の反った状態が示されている。具体的に、図３
は、図２に示したように、ユーザが第２端末２０を手首に着用している場合を示している
。
【００５７】
　図３のように、第２端末２０が反られれば、すなわち、ユーザが第２端末２０を手首に
着用すれば、第２端末２０の変形感知部２３は、これを感知して、感知に係る情報を第２
制御部２１に伝送する。そして、第２制御部２１は、伝送された情報を通じて、第２端末
２０が所定程度以上に反ったと判断すると、第２通信部２２を起動して、第２通信部２２
がブルートゥース通信可能な状態になるように準備する。
【００５８】
　その後、第２制御部２１は、第１制御部１１に信号を伝送する。もちろん、前述したよ
うに、第２制御部２１によって起動された第２通信部２２が、第２制御部２１の代わりに
、信号を第１制御部１１に伝送することもできる。
【００５９】
　第２制御部２１または第２通信部２２から信号を受けた第１制御部１１は、第１通信部
１２を起動して、第１通信部１２と第２通信部２２とを互いに近距離無線通信させる。そ
して、近距離無線通信を通じて、第１端末１０の情報が第２端末２０に伝送される。具体
的な例として、第１端末１０は、スマートフォンのような携帯電話であり、第１端末１０
が外部から受信した文字メッセージを、第２端末２０に伝送する。また、図２に示したよ
うに、ユーザがサイクルを乗って移動する場合、特定の時点で移動距離及び移動時間を第
１端末１０が測定し、測定値を第２端末２０に伝送する。前述したように、第１端末１０
は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）機能を持つアプリ
ケーションを備えて、移動距離及び移動時間を測定する。
【００６０】
　近距離無線通信を通じて、第２通信部２２に第１端末１０の情報が伝送されると、第２
通信部２２及び表示部２４を制御する第２制御部２１は、伝送された第１端末１０の情報
を、表示部２４が適切な形態で表示させる。すなわち、具体的な例として、図３に示した
ように、表示部２４の上段に、第１端末１０が受信した文字メッセージを表示し、表示部
２４の下段に、第１端末１０が測定したユーザの移動距離及び移動時間を表示する。
【００６１】
　表示部２４に表示させる情報は、一例として、第１端末１０が情報を加工し又は集める
。すなわち、第１端末１０は、スマートフォンであって、内蔵されたソフトウェア、又は
ユーザがダウンロードしたアプリケーション及び別途に装着したチップを利用して、情報
、例えば、通話待機情報、ユーザの現在位置付近の交通量など、その他情報が獲得できる
ので、獲得した情報のうち、所定の情報を第２端末２０の表示部２４に表示する。
【００６２】
　本実施形態では、このように、第１端末１０から獲得した具体的な情報を、第２端末２
０がそのまま受けて、第２端末２０が別途の情報生成部材にて加工することなく表示部２
４に使用するので、第２端末２０の軽量化、薄型化及び小型化が可能である。それにより
、ユーザは第２端末２０を身体の一部に着用した状態での自由な活動が可能である。
【００６３】
　それから、図４に示したように、第２端末２０が平坦である、例えば、第２端末２０が
ユーザの手首に着用されていない場合、変形感知部２３は、これを感知して、感知に係る
情報を第２制御部２１に伝送し、第２制御部２１は、伝送された情報を利用して、第２通
信部２２の近距離無線通信機能を停止する。
【００６４】
　また、第２端末２０の第２制御部２１は、所定の情報、すなわち、現在時間のような情
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報を生成し、または第２端末２０に別途に備えられた時計情報チップ（図示せず）から情
報が伝送されて、伝送された情報を表示部２４が表示させる。
【００６５】
　すなわち、図４に示したように、第２端末２０は、第１端末１０の情報と関係のない情
報を直接表示する。
【００６６】
　この時、第２端末２０の第２通信部２２は、近距離無線通信機能が停止しているので、
第２制御部２１は、第１端末１０の第１制御部１１に別途の信号を伝送する必要がない。
しかし、例として、第２制御部２１が第１制御部１１に別途の信号を伝送して、第１制御
部１１は、第１通信部１２の近距離無線通信機能を停止させることも可能である。
【００６７】
　本実施形態の端末システム３０は、ユーザがサイクリングまたはランニングなどの活動
中に、スマートフォンのような第１端末１０をリュックサックなどに所持していて、第１
端末１０の情報を容易に確認できない場合にも、第２端末２０を通じて、所望の情報を確
認することができるようにする。
【００６８】
　また、第２端末２０が柔軟性を有するバンド状に形成されることにより、ユーザの手首
など身体部位に着用されて、ユーザの利便性を増大させる。
【００６９】
　特に、第２端末２０が変形される、すなわち、第２端末２０がユーザの手首に着用され
て、ユーザが実質的に第２端末２０だけを確認する場合、第２端末２０の変形を感知して
、第２端末２０を第１端末１０と通信させ、第２端末２０が変形されずに平坦な場合、す
なわち、ユーザが第２端末２０を着用せず、ユーザが第２端末２０を確認する必要がない
場合、第１端末１０と第２端末２０の通信機能を停止させて、ユーザの利便性を増大させ
、端末システム３０を効率化する。
【００７０】
　また、第１端末１０及び第２端末２０の効率的な運用を通じて、第１端末１０及び第２
端末２０の電力使用効率性を増大させる。
【００７１】
　また、これを通じて、第２端末２０が簡略な情報だけを生成するので、第２端末２０の
小型化、薄型化が容易であり、ユーザの着用方法の多様性を増大させ、第２端末２０のデ
ザインの自由度が向上する。
【００７２】
　本実施形態の第２端末２０は、柔軟性を有するので、表示部２４も、柔軟性を有するよ
うに形成されることが望ましい。また、第２端末２０は、情報を表示して、ユーザが視認
できる多様な形態の表示部２４を備える。以下で、表示部２４に関する具体的な例を説明
する。
【００７３】
　図５は、第２端末の表示部の一例を示した断面図である。表示部は、基板１０１、第１
電極１１０、中間層１１４、及び第２電極１１５を含む。
【００７４】
　各部材の構成について具体的に説明すれば、次の通りである。
【００７５】
　基板１０１は、柔軟性のある材質で形成される。例えば、基板１０１は、透明なプラス
チック材質で形成される。
【００７６】
　第１電極１１０は、基板１０１上に形成される。第１電極１１０はＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕ
ｍ Ｔｉｎ Ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ Ｚｉｎｃ Ｏｘｉｄｅ）、ＺｎＯ、また
はＩｎ２Ｏ３を含んで備えられる。また、目的及び設計条件によって、第１電極１１０は
、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ、Ｌｉ、ＹｂまたはＣ
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ａなどで形成された反射膜をさらに含む。
【００７７】
　基板１０１と第１電極１１０との間にバッファ層（図示せず）が形成される。バッファ
層は、基板１０１を通じた不純元素の浸透を防止し、基板１０１の上部に平坦な面を提供
するものであって、このような役割を果たす多様な物質で形成される。一例として、バッ
ファ層は、酸化シリコン、窒化シリコン、酸窒化シリコン、酸化アルミニウム、窒化アル
ミニウム、酸化チタンまたは窒化チタンなどの無機物や、ポリイミド、ポリエステル、ア
クリルなどの有機物を含有でき、例示した材料のうち複数の積層体で形成される。
【００７８】
　中間層１１４が第１電極１１０上に形成される。中間層１１４は、可視光線を具現する
ように、有機発光層を備える。中間層１１４は、低分子または高分子有機膜で形成される
。中間層１１４が低分子有機膜で形成される場合、正孔注入層（ＨＩＬ：Ｈｏｌｅ Ｉｎ
ｊｅｃｔｉｏｎ Ｌａｙｅｒ）、正孔輸送層（ＨＴＬ：Ｈｏｌｅ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｌ
ａｙｅｒ）、有機発光層、電子輸送層（ＥＴＬ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ 
Ｌａｙｅｒ）、電子注入層（ＥＩＬ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｌａｙｅｒ
）を備える。
【００７９】
　ＨＩＬは、銅フタロシアニンなどのフタロシアニン化合物またはスターバースト（Ｓｔ
ａｒｂｕｒｓｔ）型アミン類であるＴＣＴＡ、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ、ｍ－ＭＴＤＡＰＢで形
成される。
【００８０】
　ＨＴＬは、Ｎ，Ｎ’－ビス(３－メチルフェニル)－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－[１，１－
ビフェニル]－４，４’－ジアミン(ＴＰＤ)、Ｎ，Ｎ’－ジ(ナフタレン－１－イル)－Ｎ
，Ｎ’－ジフェニルベンジジン(α－ＮＰＤ)で形成される。
【００８１】
ＥＩＬは、ＬｉＦ、ＮａＣｌ、ＣｓＦ、Ｌｉ２Ｏ、ＢａＯ、Ｌｉｑなどの物質を利用して
形成される。
【００８２】
　ＥＴＬは、Ａｌｑ３を利用して形成される。
【００８３】
　有機発光層は、ホスト物質及びドーパント物質を含む。有機発光層のホスト物質として
は、トリス（８－ヒドロキシ－キノリナート）アルミニウム（Ａｌｑ３）、９，１０－ジ
（ナプチ－２－イル）アントラセン（ＡＮＤ）、３－Ｔｅｒｔ－ブチル－９，１０－ジ（
ナフチ－２－イル）アントラセン（ＴＢＡＤＮ）、４，４’－ビス（２，２－ジフェニル
－エテン－１－イル）－４，４’－ジメチルフェニル（ＤＰＶＢｉ）、４，４’－ビス（
２，２－ジフェニル－エテン－１－イル）－４，４’－ジメチルフェニル（ｐ－ＤＭＤＰ
ＶＢｉ）、Ｔｅｒｔ（９，９－ジアリールフルオレン）（ＴＤＡＦ）、２－（９，９’－
スピロビフルオレン－２－イル）－９，９’－スピロビフルオレン（ＢＳＤＦ）、２，７
－ビス（９，９’－スピロビフルオレン－２－イル）－９，９’－スピロビフルオレン（
ＴＳＤＦ）、ビス（９，９－ジアリールフルオレン）（ＢＤＡＦ）、４，４’－ビス（２
，２－ジフェニル－エテン－１－イル）－４，４’－ジ－（ｔｅｒｔ－ブチル）フェニル
（ｐ－ＴＤＰＶＢｉ）、１，３－ビス（カルバゾール－９－イル）ベンゼン（ｍＣＰ）、
１，３，５－トリス（カルバゾール－９－イル）ベンゼン（ｔＣＰ）、４，４’，４”－
トリス（カルバゾール－９－イル）トリフェニルアミン（ＴｃＴａ）、４，４’－ビス（
カルバゾール－９－イル）ビフェニル（ＣＢＰ）、４，４’－ビス（９－カルバゾリル）
－２，２’－ジメチル－ビフェニル（ＣＢＤＰ）、４，４’－ビス（カルバゾール－９－
イル）－９，９－ジメチル－フルオレン（ＤＭＦＬ－ＣＢＰ）、４，４’－ビス（カルバ
ゾール－９－イル）－９，９－ビス（９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール）フルオレン（
ＦＬ－４ＣＢＰ）、４，４’－ビス（カルバゾール－９－イル）－９，９－トリル－フル
オレン（ＤＰＦＬ－ＣＢＰ）、９，９－ビス（９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール）フル
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オレン（ＦＬ－２ＣＢＰ）が使われる。
【００８４】
　有機発光層のドーパント物質としては、ＤＰＡＶＢｉ（４，４’－ビス（４－（ジ－ｐ
－トリルアミノ）スチリル）ビフェニル）、ＡＤＮ（９，１０－ジ（ナフ－２－チル）ア
ントラセン）、ＴＢＡＤＮ（３－ｔｅｒｔ－ブチル－９，１０－ジ（ナフ－２－チル）ア
ントラセン）が使われる。
【００８５】
　第２電極１１５は、中間層１１４上に形成される。第２電極１１５は、Ａｇ、Ｍｇ、Ａ
ｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ、Ｌｉ、またはＣａの金属で形成される
。
【００８６】
　図６は、第２端末の表示部の他の例を示した断面図である。図６を参照すれば、表示部
は、基板２０１、第１電極２１０、画素定義膜２１９、中間層２１４、及び第２電極２１
５を含む。各部材の構成について、具体的に説明する。説明の便宜のために、前述した実
施形態と異なる点を中心に説明する。
【００８７】
　基板２０１上に第１電極２１０が形成される。
【００８８】
　第１電極２１０上に絶縁物を利用して、画素定義膜２１９が形成される。この時、画素
定義膜２１９は、第１電極２１０の表面を露出するように、開口を有するように形成され
る。
【００８９】
　中間層２１４は、第１電極２１０の露出した表面に形成される。中間層２１４は、可視
光線を具現するように、有機発光層を備える。
【００９０】
　第２電極２１５は、中間層２１４上に形成される。
【００９１】
　図７は、第２端末の表示部のさらに他の例を示した断面図である。
【００９２】
　図７を参照すれば、表示部は、基板３０１上に形成された薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：
Ｔｈｉｎ
Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）を含む。薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）は、活性層３０
３、ゲート電極３０５、ソース電極３０７、及びドレイン電極３０８を備える。
【００９３】
　基板３０１上にバッファ層３０２が形成される。前述した実施形態と同様に、必須構成
要素ではないため、省略可能である。
【００９４】
　バッファ層３０２上に所定パターンの活性層３０３が形成される。活性層３０３は、ア
モルファスシリコンまたはポリシリコンのような無機半導体や有機半導体で形成され、ソ
ース領域、ドレイン領域及びチャネル領域を含む。活性層３０３のソース領域及びドレイ
ン領域は、アモルファスシリコンまたはポリシリコンで形成した後に、３族または５族不
純物をドーピングして形成される。
【００９５】
　活性層３０３の上部には、ゲート絶縁膜３０４が形成され、ゲート絶縁膜３０４の上部
の所定領域には、ゲート電極３０５が形成される。ゲート絶縁膜３０４は、活性層３０３
及びゲート電極３０５を絶縁するため、有機物またはＳｉＮｘ、ＳｉＯ２のような無機物
で形成される。
【００９６】
　ゲート電極３０５は、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｌ、Ｍｏを含有し、Ａ
ｌ：Ｎｄ、Ｍｏ：Ｗ合金のような合金を含むが、これに限定されず、隣接した層との密着
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性、平坦性、電気抵抗及び加工性を考慮して、多様な材質で形成される。
【００９７】
　ゲート電極３０５の上部には、層間絶縁膜３１７が形成される。層間絶縁膜３１７及び
ゲート絶縁膜３０４は、活性層３０３のソース領域及びドレイン領域を露出するように形
成され、活性層３０３の露出したソース領域及びドレイン領域と接するように、ソース電
極３０７及びドレイン電極３０８が形成される。
【００９８】
　ソース電極３０７及びドレイン電極３０８は、多様な導電物質を利用して形成され、単
層構造または複層構造である。
【００９９】
　薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の上部にパッシベーション層３１８が形成される。具体的
には、ソース電極３０７及びドレイン電極３０８上にパッシベーション層３１８が形成さ
れる。
【０１００】
　パッシベーション層３１８は、ドレイン電極３０８の全体を覆わず、所定領域を露出す
るように形成され、露出したドレイン電極３０８と連結されるように、第１電極３１０が
形成される。
【０１０１】
　第１電極３１０上に絶縁物で画素定義膜３１９を形成する。画素定義膜３１９は、第１
電極３１０の所定領域を露出するように形成され、露出した第１電極３１０と接するよう
に、中間層３１４が形成される。そして、中間層３１４と連結されるように、第２電極３
１５が形成される。
【０１０２】
　第２電極３１５上に密封部材（図示せず）が配される。密封部材は、外部の水分や酸素
から中間層３１４及びその他の層を保護するために形成されるものであって、密封部材は
、プラスチックまたは有機物と無機物の複数の重畳された構造で形成される。
【０１０３】
　図８は、第２端末の表示部のさらに別の他の例を示した断面図である。図８を参照すれ
ば、表示部は、基板４０１上に形成されたＴＦＴ及びキャパシタ４１８を含む。ＴＦＴは
、活性層４０３、ゲート電極４０５、ソース電極４０７、及びドレイン電極４０８を備え
る。
【０１０４】
　基板４０１上にバッファ層４０２が形成される。バッファ層４０２上に所定のサイズを
有する活性層４０３が形成される。また、バッファ層４０２上に第１キャパシタ電極４１
１が形成される。第１キャパシタ電極４１１は、活性層４０３と同じ材料で形成されるこ
とが望ましい。
【０１０５】
　バッファ層４０２上に活性層４０３及び第１キャパシタ電極４１１を覆うように、ゲー
ト絶縁膜４０４が形成される。
【０１０６】
　ゲート絶縁膜４０６上にゲート電極４０５、第１電極４１０、及び第２キャパシタ電極
４１３が形成される。
【０１０７】
　ゲート電極４０５は、第１導電層４０５ａ及び第２導電層４０５ｂを備える。
【０１０８】
　第１電極４１０は、第１導電層４０５ａと同じ物質で形成される。第１電極４１０の上
部の所定領域には、導電部４１０ａが配置されるが、導電部４１０ａは、第２導電層４０
５ｂと同じ材質で形成される。
【０１０９】
　第２キャパシタ電極４１３は、第１層４１３ａ及び第２層４１３ｂを備えるが、第１層
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４１３ａは、第１導電層４０５ａと同じ材質で形成され、第２層４１３ｂは、第２導電層
４０５ｂと同じ材質で形成される。第２層４１３ｂは、第１層４１３ａより小さく、第１
層４１３ａ上に形成される。また、第２キャパシタ電極４１３は、第１キャパシタ電極４
１１と重畳され、第１キャパシタ電極４１１より小さく形成される。
【０１１０】
　第１電極４１０、ゲート電極４０５、及び第２キャパシタ電極４１３上に層間絶縁膜４
１７が形成される。層間絶縁膜４１７上にソース電極４０７及びドレイン電極４０８が形
成される。ソース電極４０７及びドレイン電極４０８は、活性層４０３と連結されるよう
に形成される。
【０１１１】
　また、ソース電極４０７及びドレイン電極４０８のうちいずれか一つの電極は、第１電
極４１０と電気的に連結されるが、図８には、ドレイン電極４０８が第１電極４１０と電
気的に連結されたものが示されている。具体的には、ドレイン電極４０８は、導電部４１
０ａと接する。
【０１１２】
　層間絶縁膜４１７上にソース電極４０７、ドレイン電極４０８、及びキャパシタ４１８
を覆うように、画素定義膜４１９が形成される。
【０１１３】
　画素定義膜４１９は、第１電極４１０の表面に対応する所定の開口部４１９ａを有する
ように形成され、画素定義膜４１９の開口部４１９ａを通じて露出した第１電極４１０上
に、中間層４１４が形成される。
【０１１４】
　中間層４１４上に第２電極４１５が形成される。第２電極４１５上に密封部材（図示せ
ず）が配される。密封部材は、第１電極４１０、中間層４１４または第２電極４１５の外
部の異物または衝撃による損傷を防止するように形成され、ガラス、金属薄膜で形成され
てもよく、有機物と無機物の積層構造で形成されてもよい。
【０１１５】
　本発明では、第２端末２０の表示部２４が有機発光層を備える中間層、すなわち、有機
発光素子である場合だけを説明したが、本発明は、これに限定されない。すなわち、第２
端末２０の表示部２４は、液晶素子形態であってもよい。
【０１１６】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
本発明は、端末関連の技術分野に適用可能である。
【符号の説明】
【０１１８】
１０　第１端末
１１　第１制御部
１２　第１通信部
２０　第２端末
２１　第２制御部
２２　第２通信部
２３　変形感知部
２４　表示部
３０　端末システム
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１１０、２１０、３１０、４１０　第１電極
１１４、２１４、３１４、４１４　中間層
１１５、２１５、３１５、４１５　第２電極
３０３、４０３　活性層
３０５、４０５　ゲート電極
３０７、４０７　ソース電極
３０８、４０８　ドレイン電極
 

【図１】 【図２】
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【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】
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